
シティズンシップ教育と選挙シティズンシップ教育と選挙シティズンシップ教育と選挙シティズンシップ教育と選挙

平成平成平成平成26262626年年年年6666月月月月20202020日（金）日（金）日（金）日（金）
選挙事務改革フォーラム選挙事務改革フォーラム選挙事務改革フォーラム選挙事務改革フォーラム

早稲田大学・公共経営大学院早稲田大学・公共経営大学院早稲田大学・公共経営大学院早稲田大学・公共経営大学院
教授教授教授教授

片木片木片木片木 淳淳淳淳



ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会
選挙（選挙（選挙（選挙（2014年年年年5月）月）月）月） 財政緊縮政策財政緊縮政策財政緊縮政策財政緊縮政策

【出典：ドイツ連邦政治教育センターHP「Dialog | Blog zur Europawahl 2014 」】



ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議会
選挙（選挙（選挙（選挙（2014年年年年5月）月）月）月） 極右主義極右主義極右主義極右主義

【出典：ドイツ連邦政治教育センターHP「Politik | Extremismus | Rechtsextremismus | |Europa 」】



【出典：ドイツ連邦政治教育センターHP「Politik | Extremismus | Rechtsextremismus | Debatte: Was tun bei einem 
rechtsextremen Aufmarsch? 」】

ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議ドイツ政治教育センターとヨーロッパ議
会選挙（会選挙（会選挙（会選挙（2014年年年年5月）月）月）月） 極右のデモ極右のデモ極右のデモ極右のデモ
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ドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダード
①①①① 政治的判断能力政治的判断能力政治的判断能力政治的判断能力

1. 自分にとって政治的な意思決定が持つ重要性を認識する能力。
2．複雑な政治問題を構造的に把握し、そのうえで中心的な論点を取り出す能力。
3．政治を多面的に、具体的にはその内容的側面 （policy）、制度的側面（polity）、過
程の側面（politics）から見る能力。

4．個々の政治的決定の意図しない結果を問う能力。
5．個々の政治的決定が経済的-社会的、または国家的-ヨーロッパ的-世界的次元でも
つ意味を問う能力。

6．日々の政治的対立を、中長期的な政治的-経済的-社会的視点から分析する能力。
7．政治・経済・社会・法における具体的な諸問題を、現在および過去の政治思想と関
連づけて理解し、自分自身の理解と比較する能力。

8．現実の政治的問題や決定を、民主主義の基礎的価値と関連づけ、批判的に考察す
る能力。

9．メディアが政治を演出する論理とメカニズムを分析する能力。

（2003年、「政治教育学および青少年・成人政治教育のための学会」）

【出典：近藤孝弘『ドイツの政治教育 成熟した民主社会への課題』（2005年、岩波書店）P.85～】
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ドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダードドイツの政治教育ナショナル・スタンダード
②政治的行為能力②政治的行為能力②政治的行為能力②政治的行為能力 と③方法的能力と③方法的能力と③方法的能力と③方法的能力

＜②政治的行為能力＜②政治的行為能力＜②政治的行為能力＜②政治的行為能力＞＞＞＞
1. 自分の政治的意見をたとえ少数派であっても客観的かつ説得力のある形で主張す
る能力。

2．政治的対立の持つ緊張に耐え、また場合によっては妥協する能力。
3．投書やウエブサイトなどのメディアを利用して政治的‐経済的‐社会的問題について
意見を述べる能力。

4．自らの消費行動について反省的に振り返る能力。
5．他者の視点に立って考える能力。
6．文化的・社会的多様性を尊重し、差異に対して寛容かつ批判的に考える能力。
7．政治経済情勢を視野に入れて自らの経済的展望を持つ能力。
8．学校を含む様々な社会的状況の中で、自らの利害を認識する能力。
9．様々な社会的状況において、効果的に行動する能力。

＜＜＜＜③方法的能力③方法的能力③方法的能力③方法的能力＞＞＞＞
文章や図表等の読解力、作業におけるスケジュール管理能力、集団で協力して作業を進め
る能力、メディア活用能力、インタヴューやアンケート調査を行う能力など

（2003年、「政治教育学および青少年・成人政治教育のための学会」）
【出典：近藤孝弘『ドイツの政治教育 成熟した民主社会への課題』（2005年、岩波書店）P.85～】
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主権者教育主権者教育主権者教育主権者教育

総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書概要概要概要概要

【出典：総務省ＨＰ「広報・報道 > 報道資料一覧 > 「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書の公表」（平成24年1月10日）「概要（別添１）」】
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主権者教育主権者教育主権者教育主権者教育

教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法14条②と政治的中立性条②と政治的中立性条②と政治的中立性条②と政治的中立性

【出典：総務省ＨＰ「広報・報道 > 報道資料一覧 > 「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書の公表」（平成24年1月10日）「概要（別添１）」】

「「「「 同条第２項が同条第２項が同条第２項が同条第２項が『『『『法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治
教育その他政治活動をしてはならない教育その他政治活動をしてはならない教育その他政治活動をしてはならない教育その他政治活動をしてはならない』』』』と政治的中立を要請していること等から、と政治的中立を要請していること等から、と政治的中立を要請していること等から、と政治的中立を要請していること等から、学校の政治教学校の政治教学校の政治教学校の政治教
育には過度の抑制育には過度の抑制育には過度の抑制育には過度の抑制が働き、十分に行われてこなかった。が働き、十分に行われてこなかった。が働き、十分に行われてこなかった。が働き、十分に行われてこなかった。

小学校、中学校、高校とも政治・選挙に関する教育の時間は限られており、政治や選挙の仕組小学校、中学校、高校とも政治・選挙に関する教育の時間は限られており、政治や選挙の仕組小学校、中学校、高校とも政治・選挙に関する教育の時間は限られており、政治や選挙の仕組小学校、中学校、高校とも政治・選挙に関する教育の時間は限られており、政治や選挙の仕組
みは教えても、選挙の意義や重要性を理解させたり、社会や政治に対する判断力、国民主権を担みは教えても、選挙の意義や重要性を理解させたり、社会や政治に対する判断力、国民主権を担みは教えても、選挙の意義や重要性を理解させたり、社会や政治に対する判断力、国民主権を担みは教えても、選挙の意義や重要性を理解させたり、社会や政治に対する判断力、国民主権を担
う公民としての意欲や態度を身につけさせるのに十分なものとはなっていない。特に、う公民としての意欲や態度を身につけさせるのに十分なものとはなっていない。特に、う公民としての意欲や態度を身につけさせるのに十分なものとはなっていない。特に、う公民としての意欲や態度を身につけさせるのに十分なものとはなっていない。特に、政治的中政治的中政治的中政治的中
立性の要求が非政治性の要求と誤解され、政治的テーマ等を取り扱うこと自体が避けられてきた立性の要求が非政治性の要求と誤解され、政治的テーマ等を取り扱うこと自体が避けられてきた立性の要求が非政治性の要求と誤解され、政治的テーマ等を取り扱うこと自体が避けられてきた立性の要求が非政治性の要求と誤解され、政治的テーマ等を取り扱うこと自体が避けられてきた
傾向にある。傾向にある。傾向にある。傾向にある。

（総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書より抜粋）（総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書より抜粋）（総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書より抜粋）（総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」最終報告書より抜粋）

＊＊＊＊ 教育基本法（平成教育基本法（平成教育基本法（平成教育基本法（平成18年年年年12月月月月22日法律第日法律第日法律第日法律第120号）号）号）号）

（政治教育）（政治教育）（政治教育）（政治教育）
第第第第14条条条条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
２２２２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をして法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をして法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をして法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をして

はならない。はならない。はならない。はならない。
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シティズンシップを発揮シティズンシップを発揮シティズンシップを発揮シティズンシップを発揮
するために必要な能力するために必要な能力するために必要な能力するために必要な能力
の全体像の全体像の全体像の全体像

【出典：経済産業省「シティズンシップ
教育と経済社会での人々の活躍に
ついての研究会報告書」（平成18 年
3 月、委託先：三菱総合研究所）】



新新新新学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領と「道徳教育」と「道徳教育」と「道徳教育」と「道徳教育」

3 道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとす道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとす道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとす道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとす
る。る。る。る。

（1） 学級担任の教師が行うことを原則とするが，校長や教頭などの参加，
他の教師との協力的な指導などについて工夫し，道徳教育推進教師を
中心とした指導体制を充実すること。

（2） 職場体験活動やボランティア活動，自然体験活動などの体験活動を
生かすなど，生徒の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指
導を行うこと。

（3） 先人の伝記，自然，伝統と文化，スポーツなどを題材とし，生徒が感
動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して，生徒の発達の
段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

（4） 自分の考えを基に，書いたり討論討論討論討論したりするなどの表現する機会を充
実し，自分とは異なる考え異なる考え異なる考え異なる考えに接する中で，自分の考えを深め，自らの成
長を実感できるよう工夫すること。

（5） 生徒の発達の段階や特性等を考慮し，第2に示す道徳の内容との関
連を踏まえて，情報モラルに関する指導に留意すること。
【出典：文部科学省HP 「教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 新学習指導要領・生きる力 > 新学習指導要領（本文、解説、資料等）
> 中学校学習指導要領（ポイント、本文、解説等）」】



道徳教育の充実に関する懇談会「今後の道道徳教育の充実に関する懇談会「今後の道道徳教育の充実に関する懇談会「今後の道道徳教育の充実に関する懇談会「今後の道
徳教育の改善・充実方策について」徳教育の改善・充実方策について」徳教育の改善・充実方策について」徳教育の改善・充実方策について」

（平成（平成（平成（平成2 5年年年年1 2月月月月2 6日）日）日）日）

道徳の時間において、一定の道徳的価値を理解させるための読み物
の主人公の心情などを理解させるような授業だけでなく、例えば、善悪
の問題も立場によって見方が異なる場合もあることや、自分の思うよう
にならない複雑で困難な状況に遭遇したときにどのように対応すべきか
などについて、多角的・批判的に考えさせたり、議論・討論させたりする
授業を重視することが必要であろう。

自分自身も社会に参画し、役割を担っていくべき立場にあることを意識
させたり、社会の在り方について多角的・批判的に考えさせたりするよう
な、社会を構成する一員としての主体的な生き方に関わる教育（いわゆ
るシティズンシップ教育）の視点に立った指導も重要となる。

【出典：文部科学省HP「会議等一覧 > 教育再生実行会議 > 開催状況 > 第１６回教育再生実行会議配布資料」（平成２６年１月１６日）】



「討論による民主主義」の成立条件「討論による民主主義」の成立条件「討論による民主主義」の成立条件「討論による民主主義」の成立条件

単なる話合い（単なる話合い（単なる話合い（単なる話合い（discussion）だけでは不十分であって、「）だけでは不十分であって、「）だけでは不十分であって、「）だけでは不十分であって、「『『『『肯定側肯定側肯定側肯定側』』』』とととと『『『『否定側否定側否定側否定側』』』』の２つにの２つにの２つにの２つに
分かれて、徹底的に分析し、意見を戦わせ」る議論（分かれて、徹底的に分析し、意見を戦わせ」る議論（分かれて、徹底的に分析し、意見を戦わせ」る議論（分かれて、徹底的に分析し、意見を戦わせ」る議論（debate）が必要）が必要）が必要）が必要

→→→→ 十分な討論（「十分な討論（「十分な討論（「十分な討論（「argument」）能力が必要」）能力が必要」）能力が必要」）能力が必要

（植田一三・妻鳥千鶴子（植田一三・妻鳥千鶴子（植田一三・妻鳥千鶴子（植田一三・妻鳥千鶴子『『『『英語で意見を論理的に述べる英語で意見を論理的に述べる英語で意見を論理的に述べる英語で意見を論理的に述べる 技術とトレーニング技術とトレーニング技術とトレーニング技術とトレーニング』』』』（（（（2004年、ベレ出版））年、ベレ出版））年、ベレ出版））年、ベレ出版））

（ 井上奈良彦『ディベート入門』（2011年改訂、九州大学HP））

【出典：拙著「ネット社会におけるメディアと民主主義 『ネット集合知』の活用と討論（『argument』）」
（早稲田大学メディア文化研究所 『メディアの将来像を探る』（一藝社、2014年２月））】
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主権者教育の推進と選挙管理委員会等主権者教育の推進と選挙管理委員会等主権者教育の推進と選挙管理委員会等主権者教育の推進と選挙管理委員会等

民主主義国家における政治教育は、非政党性のものであっても、価値観
から自由なものではありえない。現実の社会におけるどろどろとした利害関
係を含め、人々が社会生活を送っていく中で直面する諸問題を解決していく
ことが政治の役割である。

総務省も、選挙管理委員会も、明るい選挙推進協議会も、このような民
主主義社会における自らの役割の重要性を充分肝に銘じ、きれい事だけで
はない、もっと現実的な問題についての対立する見解を紹介しながら、「主主主主
権者教育権者教育権者教育権者教育」を進めていくべきである。

【出典：経団連・21世紀政策研究所「日本政治における民主主義とリーダーシップのあり方」（報告書）拙著P.42~


